
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 

大阪府農業振興地域整備審議会 

 

議案書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２



 
 
 
 

第１号議案 

 
 

大阪府農業振興地域の変更 
  



農整第１９８８－８号 

平成３１年３月２８日 

 

大阪府農業振興地域整備審議会会長 様 

 

 

大 阪 府 知 事   

 

 

 

平成３０年度大阪府農業振興地域整備審議会について（付議） 

 

 

 

標記について、下記議案について審議会に付議します。 

 

 

記 

 

 

・第１号議案 大阪府農業振興地域の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号議案 

 

 

大阪府農業振興地域の変更 

 

 

茨木農業振興地域を変更（除外）する。 

地区名 大字名 変更区分 

変更予定面積（ha） 

農業振興地域 

  うち農用地区域 

茨木 
南目垣 

東野々宮 
除外 △74.8 △20.0 

 

 

＜理由＞ 

当該区域では、主要地方道大阪高槻京都線沿道に位置する立地特性を活か

した計画的な市街地の形成を目的に、市街化区域への編入が予定されている。 

今後、農業の振興を図ることが困難な地域となることが想定されるため、

除外を行うもの。 

  



 

 

 

茨木農業振興地域を変更（編入）する。 

地区名 大字名 変更区分 

変更予定面積（ha） 

農業振興地域 

  うち農用地区域 

茨木 岩阪 編入 67.0 0.0 

 

 

＜理由＞ 

当該区域は、茨木市北西部の彩都事業区域に隣接し、土地利用の方向性が

未確定であったため、農業振興地域の指定は行われていなかったが、彩都事

業の進捗により、都市的利用ではなく農業の振興を図る地域として地元意向

が定まり、また今後の農業振興のための諸施策（ため池補修等）を実施する

ため、農業振興地域に編入するもの。 



２－１ 

○農業振興地域の整備に関する法律（一部抜粋） 

昭和44年７月１日 

法律第58号 

 

（農業振興地域の指定）  

第六条  都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業

振興地域として指定するものとする。  

２ 農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農

業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてを

そなえるものについて、するものとする。 

一 その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等と

して利用すべき相当規模の土地があること。 

二 その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況

及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業

経営の近代化が図られる見込みが確実であること。 

三 国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利

用の高度化を図ることが相当であると認められること。 

３  農業振興地域の指定は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の

市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場

合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)については、してはならない。 

（後略） 
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農業振興地域変更予定位置図

２－３

除外

編入



農業振興地域変

更（除外）予定地

変更予定箇所図
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北部大阪都市計画区域

安威川 

主要地方道茨木寝屋川

現行市街化区域 橙色・内側縁ぼかし農業

農業振興地域から除外する区域赤色・内側縁ぼかし

凡例

府道 鳥飼八丁富田線 

主要地方道大阪高槻京都線 

府道 三島江茨木線 
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